
高 等 教 育 局 主 要 事 項
－平成２４年度予算（案）－

（注）単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合がある。

学生が安心して学べる環境の実現

○大学等奨学金事業の充実と健全性確保 １，２８６億円
（対前年度増減 ＋２８億円）

うち育英事業に必要な経費 １，２６７億円
（対前年度増減 ＋２６億円）
〔うち復興特別会計 ３８億円〕

（育英事業費 １兆１，２６３億円）
（対前年度増減 ＋４８２億円）

全ての意志ある学生等が安心して教育を受けられる環境を整備するため、低所得世帯
（年収300万円以下）の学生等を対象とし、奨学金の貸与を受けた本人が、卒業後に一定の
収入（年収300万円）を得るまでの間は返還期限を猶予する「所得連動返済型の無利子奨学
金制度」を新設する。
また、無利子奨学金の貸与人員を拡大するとともに、奨学金を希望する学生等のニーズに

広く応えるため、有利子奨学金事業についても着実に実施する。

◇貸与人員 127万2千人 → 133万9千人（6万7千人増）
（無利子奨学金） 35万8千人 → 38万3千人（2万5千人増）※１

[被災学生等 8千人を含む]※２

（有利子奨学金） 91万4千人 → 95万6千人（4万2千人増）※３

※１ 新規増 1万5千人、前年度までの新規増分の進級に伴う増 1万人
※２ 新規増 6.5千人、前年度までの新規増分の進級に伴う増 1.5千人
※３ 前年度までの新規増分の進級に伴う増

○国立大学・私立大学の授業料減免等の拡大〔再掲〕 ３８６億円
（対前年度増減 ＋１１２億円）

〔うち復興特別会計 ７５億円〕

「新成長戦略」に位置付けられた「質の高い教育による厚みのある人材層の形成」を実現
するため、国立大学、私立大学の授業料減免等の充実を図る。

◆国立大学の授業料減免等の拡大 ２６８億円
（対前年度増減 ＋４３億円）
〔うち復興特別会計 １４億円〕

意欲と能力ある学生が経済的な理由により学業を断念することがないよう、学部・修士課
程に係る授業料免除率を7.3%から8.3%に引き上げる（博士課程に係る授業料免除率は平成23
年度と同様に12.5%に設定）。あわせて、東日本大震災により被災した学生の修学機会を確保
するために必要な経費を支援。

免除対象人数：約0.8万人増 平成23年度：約4.2万人 → 平成24年度：約5.0万人
学部・修士：約3.6万人 → 約4.2万人（約0.6万人増）
博士：約0.6万人 → 約0.6万人、被災学生分：約0.2万人

◆私立大学の授業料減免等の拡大 １１８億円
（対前年度増減 ＋７０億円）
〔うち復興特別会計 ６１億円〕

意欲と能力のある学生が経済的な理由により学業を断念することがないよう、私立の大学
等が実施している授業料減免等への支援を充実するとともに、学生の経済的負担軽減のため
の多様な支援策・体制を講じる大学等に対する支援を引き続き行う。また、東日本大震災に
より被災し、経済的に修学が困難となった学生を対象とした授業料減免等を行う大学等を支
援。

（免除対象人数：約2.1万人増 平成23年度：約3.3万人→平成24年度：約5.4万人）
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大学教育等の充実と教育の質保証

○国立大学法人等の教育研究基盤の確保 １兆１，４６６億円
（対前年度増減 △１２０億円）

〔うち復興特別会計 ５７億円〕

国立大学及び大学共同利用機関が我が国の人材養成・学術研究の中核として、安定的・継

続的に教育研究活動を実施できるよう、基盤的経費である運営費交付金等を確保。

◆国立大学法人運営費交付金 １兆１，４２３億円
（対前年度増減 △１０５億円）

〔うち復興特別会計 ５７億円〕

安定的・継続的に教育研究を展開しうるよう、各大学等の財政基盤をしっかりと支えるた

めに必要な大学運営の基本的な経費を確保するとともに、国立大学等の教育研究力の強化に

資する以下の取組について、所要の経費を確保。

（主な内容）

・国立大学の授業料減免等の拡大（学部・修士免除率：7.3％→8.3％などにより免除対象人員を

0.8万人増） ２６８億円（ ２２５億円）

・共同教育課程を活用した学部等の整備（山口大学・鹿児島大学共同獣医学部獣医学科 ほか）

等の支援

・「すばる望遠鏡」、「スーパーカミオカンデ」など世界の学術研究フロンティアを先導する大規模

プロジェクトの推進 ２０２億円（ 新 規 ）

・治験や先進医療技術に関する研究など附属病院における臨床研究体制の基盤強化

９４億円（ 新 規 ）

※このほか、各大学等の個性・特色ある教育研究上の取組への支援等を引き続き実施。

◆教育研究力強化基盤整備費 ４３億円
（対前年度増減 △１５億円）

昨年度創設の大学教育研究特別整備費を見直し、新たな社会ニーズに対応した教育研究組

織の整備等を行う大学に対し、教育研究基盤の整備に対する重点的投資を行うことで教育研

究力の強化を支援。

○国立大学の機能強化に向けた支援 １３８億円
（対前年度増減 ＋１３８億円）

国際的な知の競争が激化する中で、大学の枠を超えた連携の推進や個性・特色の明確化な

どを通じた国立大学の改革強化を推進するため、新たに「国立大学改革強化推進事業」を創

設。

○国立高等専門学校の教育研究基盤の確保 ６３０億円
（対前年度増減 △８億円）

〔うち復興特別会計 １億円〕

職業に必要な知識及び技術を有する実践的・創造的な技術者を養成している国立高等専門

学校について、教育活動を支える基盤的な経費を確保。
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○多様な人材を育む私学の支援 ４，５１８億円
（対前年度増減 ＋１４９億円）

〔うち復興特別会計 １８８億円〕

◆私立大学等経常費補助 ３，２６３億円
（対前年度増減 ＋５４億円）
〔うち復興特別会計 ７６億円〕

私立大学等の質の高い教育研究活動を支援するとともに、被災地にある大学の安定的教育
環境の整備や授業料減免等への支援を充実。

・一般補助 ２，７９３億円

教職員給与費など大学等の運営に不可欠な教育研究に係る経常的経費について引き続き支援する。

・特別補助 ４７０億円

我が国の成長を支える人材育成の取組や大学等の国際交流の基盤整備への重点的支援、授業料減

免等の充実、被災地の大学の安定的教育環境の整備を図る。

・成長分野の推進と成長力強化に貢献する人材育成

（学生の就職支援等、被災地復興に向けて私立大学等が協力して行う取組への支援を含む）

・大学等の国際交流の基盤整備への支援

・授業料減免等の充実や学生の経済的支援体制への支援

・被災私立大学等復興特別補助 等

◆私立高等学校等経常費助成費等補助 １，００５億円
（対前年度増減 ＋３億円）
〔うち復興特別会計 ２億円〕

私立高等学校等の教育条件の維持向上や保護者の教育費負担の軽減及び学校経営の健全性
の向上を図り、各学校の特色ある取組を支援するため、都道府県による経常費助成等を補助
する。

・一般補助 ８８４億円

各都道府県による私立高等学校等の基盤的経費への助成を支援する。

・特別補助 ９４億円

各学校の特色ある取組を支援する。

・幼稚園における預かり保育

・授業料減免事業、防災教育 等

・特定教育方法支援事業 ２７億円

特別支援教育など特定の教育分野について、その教育の推進に必要な経費を支援する。

◆私立学校施設・設備の整備の推進 ２１８億円
（対前年度増減 ＋６１億円）
〔うち復興特別会計 １１０億円〕

《他に、財政融資資金 ５４５億円（対前年度増減 ＋２３８億円）》
地震により倒壊の危険性がある学校施設のうち耐震性の低い校舎等を中心とした耐震補強

等に対する支援のほか、教育研究機能の高度化のための施設・設備整備の推進を図る。
また、財政融資資金を活用し、学校法人が行う施設整備等に対する融資を行う。

※「私立学校施設防災機能強化集中支援プラン」により継続的に支援。

・耐震化等の促進 １２５億円

学校施設の耐震化や防災機能強化を促進するため、校舎等の耐震補強事業のほか非構造部材の耐

震対策や備蓄倉庫、太陽光発電、自家発電設備等の防災機能強化のための整備等を支援する。

・教育・研究装置等の整備 ８６億円

教育及び研究のための装置・設備の高機能化等を支援。

・私立大学病院の機能強化 ７億円

私立大学病院の建替え整備事業に係る借入金に対し利子助成を行い、病院の機能強化を支援する。

◆私立大学教育研究活性化設備整備事業 ３１億円
（対前年度増減 ＋３１億円）

私立大学が建学の精神と特色を生かした人材育成機能を発揮し、及び大学間連携を進め、もっ
て社会の期待に十分に応える教育研究を強化し、進展させ、私立大学の教育改革のこれまで以上
の新たな展開を図るため、基盤となる教育研究設備の整備に対する新たな補助金を創設。
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○国公私立大学を通じた大学教育改革の支援 ３９６億円
（対前年度増減 ＋１７億円）
〔うち復興特別会計 １０億円〕

◆世界的なリーディング大学院の構築等 ３３３億円
（対前年度増減 ＋５０億円）

俯瞰力と独創力を備え、広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーを養成するリ
ーディング大学院の構築や世界で活躍できる研究者を輩出する大学院拠点の形成を支援す
る。

34件
・博士課程教育リーディングプログラム １１６億円

(うち新規17件)

・卓越した大学院拠点形成支援補助金【新規】 ８０億円

・グローバルＣＯＥプログラム １３１億円 77件

・情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク形成事業【新規】 ６億円

◆大学教育の充実と質の向上 ６３億円
（対前年度増減 △３３億円）
〔うち復興特別会計 １０億円〕

各大学の強みを活かしながら、大学を超えた連携を深め、多様かつ質の高い大学教育を提
供する取組や、産業界のニーズに対応した人材を育成する取組など、優れた大学教育改革の
取組を支援することにより、大学教育の充実と質の向上を実現する。

・大学間連携共同教育推進事業【新規】 ３０億円 45件(新規)

・産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業【新規】 ２３億円 9件(新規)

・大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事業【新規】 １０億円 14件(新規)
等

○高度医療人材の養成と大学病院の機能強化 ７６億円
（対前年度増減 ＋１２億円）

◆高度医療人材養成機能の充実 ４６億円
（対前年度増減 ＋３億円）

国民の高度医療に対する期待が高まるなか、大学及び大学病院を通じて、高度医療を支え
る人材養成の促進を図る。

・がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン【新規】 ２１億円 15件(新規)

・基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバルな
４億円 22件(新規)

医師養成【新規】
等

◆大学病院の機能強化 ３０億円
（対前年度増減 ＋９億円）

深刻な医師不足や地域医療の崩壊に対応するため、地域医療の最後の砦である大学病院の
機能を強化することにより、国民に安心・安全な医療を提供する。

・大学病院における医師等の勤務環境の改善のための人員の雇用 ２１億円 1,129人

・医学部・大学病院の教育研究活性化
９億円 228人(新規)

及び地域・へき地医療支援人材の確保【新規】
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グ ロ ー バ ル 人 材 育 成 の た め の 大 学 の 国 際 化 と 学 生 の 双 方 向 交 流 の 推 進

○大学教育のグローバル化のための体制整備 １０３億円
（対前年度増減 ＋５１億円）

「政策推進の全体像」（平成23年８月15日閣議決定）を踏まえた「グローバル人材育成
推進会議中間まとめ」の具体化として、若い世代の「内向き志向」を克服し、国際的な産
業競争力の向上や国と国の絆の強化の基盤として、グローバルな舞台に積極的に挑戦し活
躍できる人材の育成を図るため、大学教育のグローバル化のための体制整備を推進すると
ともに、アジア・米国等の大学との協働教育による交流の取組を支援。

・グローバル人材育成推進事業【新規】 ５０億円 40件(新規)

・大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業 ２６億円 13件

・大学の世界展開力強化事業 ２７億円 41件

・ＡＳＥＡＮ諸国等との大学間交流形成支援【新規】 10件(新規)

・「キャンパス・アジア」中核拠点支援 19件

・米国大学等との協働教育創成支援 12件

○学生の双方向交流の推進 ３４２億円
（対前年度増減 ±０億円）

「新成長戦略」（平成22年６月18日閣議決定）及び「グローバル人材育成推進会議中間ま
とめ」（平成23年６月22日）において示された「我が国から海外への日本人学生等の留学・
研修等の交流を30万人、質の高い外国人学生の受入れを30万人」や、「１年間以上の留学経
験を有する者を８万人規模に増加、海外からの外国人留学生の受け入れも促進」に適切に対
応するため、日本人学生の海外留学及び外国人留学生の受入れを推進し、グローバル人材育
成に必要な環境の整備・充実を図る。

・海外での情報提供及び支援の一体的な実施 ５億円

・日本人学生の海外交流の推進 ３１億円

留学生短期受入れと日本人学生の海外派遣を一体とした交流事業

・長期派遣分（１年以上） 100人 → 200人 (＋100人)

・短期派遣分（３ヶ月～１年） 760人 → 2,280人(＋1,520人)

・ショートビジット支援分（３ヶ月未満）6,300人

・留学生の受入れ環境の充実 ３０６億円

国費外国人留学生制度 10,775人

私費外国人留学生学習奨励費 10,632人

留学生短期受入れと日本人学生の海外派遣を一体とした交流事業

・短期受入れ分（３ヶ月～１年） 1,440人

・ショートステイ支援分（３ヶ月未満）6,300人

高等教育局一般会計 合計 １兆９，０２５億円
（対前年度増減 ＋２５９億円）

〔うち復興特別会計 ２７１億円〕

（注１）合計には、日本私立学校振興･共済事業団補助（基礎年金等）を除く。

（注２）合計には、他局が計上する私学助成予算を除く。
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大学等奨学金事業の充実と健全性確保

（平成２３年度予算額：１，２５８億円）
平成２４年度予定額：１，２８６億円

〔うち復興特別会計：３８億円〕
（内訳）育英事業費 １，２６７億円（１，２４１億円）

育英資金貸付金 ７９６億円 （ ７０６億円）

〔うち復興特別会計〕 ３８億円 （ 新 規 ）

育英資金利子補給金 ２２０億円 （ ２４９億円）

育英資金返還免除等補助金 ５０億円 （ ４６億円）

高等学校等奨学金事業交付金 ２００億円 （ ２４０億円）

(独)日本学生支援機構運営費交付金（内数） １９億円（ １７億円）

背景・課題

○家庭の経済格差による教育格差を生じさせないため、学ぶ意欲と能力のある学生等
が経済的理由により学業を断念することがないよう、奨学金の充実が必要。

○また、奨学金の貸与を受ける者の将来的な返還の不安を軽減し、予見性を持って、
安心して進学（及び修学を継続）することができる環境を整備することが必要。

対応・内容

○事業費総額 1兆781億円 → 1兆1,263億円 （482億円増)

○貸与人員 127万2千人 → 133万9千人 （6万7千人増）
・無利子奨学金 35万8千人 → 38万3千人 （2万5千人増） ※１

［被災学生等 8千人を含む］※２

・有利子奨学金 91万4千人 → 95万6千人 （4万2千人増） ※３

※１ 新規増 1万5千人、前年度までの新規増分の進級に伴う増 1万人

※２ 新規増 6.5千人、前年度までの新規増分の進級に伴う増 1.5千人

※３ 前年度までの新規増分の進級に伴う増

○「所得連動返済型の無利子奨学金制度」の新設
・無利子奨学金について、低所得世帯（年収300万円以下）の学生等を対象とし、

奨学金の貸与を受けた本人が、卒業後に一定の収入（年収300万円）を得るまで
の間は返還期限を猶予する「所得連動返済型の無利子奨学金制度」を新設。

○有利子奨学金事業に係る利子補給金の措置
・有利子奨学金について、在学中は無利子及び返還中は低利子とするための措置。

○大学等奨学金事業の健全性確保
・(独)日本学生支援機構に対する返還金回収促進経費（債権回収業務の民間委託、

延滞事由の要因分析、返還相談体制の更なる充実等）を措置。

政策目標

○貸与基準を満たす希望者全員に対し奨学金を貸与する。

○学ぶ意欲と能力のある学生等が経済的理由により学業を断念することがないように
するとともに、奨学金を希望する学生のニーズに広く応えるため、無利子奨学金事
業を充実し、有利子奨学金事業についても着実に実施する。
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国立大学・私立大学の授業料減免等の拡大

（平成２３年度予算額：２７４億円）
平成２４年度予定額：３８６億円

〔うち復興特別会計 ７５億円〕
（内訳）国立大学法人運営費交付金（内数） ２６８億円（２２５億円）

〔うち復興特別会計〕 １４億円（ 新 規 ）

私立大学等経常費補助金（内数） １１８億円（ ４９億円）

〔うち復興特別会計〕 ６１億円（ 新 規 ）

背景・課題

○新成長戦略に位置付けられた「国民全員に質の高い教育を受ける機会の保障」、「厚
みのある人材層の形成」は新たな成長の実現のためには重要。

○一方、高等教育への支出は家計負担が50％を超えており、経済的な理由により大学
進学や入学後の修学の継続を断念するなどの例が顕在化。

○学生が経済的な理由により学業を断念することのないよう、教育費負担軽減が急務。

対応・内容

【対応】
○各大学が確実に授業料減免を実施できるよう、所要の財源・対応を国が支援し、学

生の経済状況や居住地域に左右されない進学機会を確保。

【内容】
《国立大学》 ２６８億円〔うち復興特別会計 １４億円〕

学部・修士課程に係る授業料免除率を7.3%から8.3%に引き上げ（博士課程につい
ては、平成23年度と同様に12.5%に設定）。あわせて、東日本大震災により被災した
学生の修学機会を確保するために必要な経費を支援。

免除対象人数：約0.8万人増 平成23年度：約4.2万人 → 平成24年度：約5.0万人

学部・修士：約3.6万人 → 約4.2万人（約0.6万人増）、

博士：約0.6万人 → 約0.6万人、被災学生分：約0.2万人

《私立大学》 １１８億円〔うち復興特別会計 ６１億円〕

私立の大学等が経済的に修学困難な学生を対象に実施している授業料減免等へ
の支援の充実を図るとともに、学生の経済的負担軽減のための多様な支援策・体
制を講じる大学等に対する支援を引き続き行う。また、東日本大震災により被災
し、経済的に修学が困難となった学生を対象とした授業料減免等を行う大学等を
支援。
（免除対象人数：約2.1万人増 平成23年度：約3.3万人→平成24年度：約5.4万人）

政策目標

○大学の授業料減免制度を拡充し、教育費負担を軽減。
○国民全員に質の高い教育を受ける機会を保障し、様々な分野において厚みのある人

材層を形成。
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国立大学法人等の教育研究基盤の確保

（平成２３年度予算額：１１，５８５億円）

平成２４年度予定額：１１，４６６億円
〔うち復興特別会計 ５７億円〕

（内訳）国立大学法人運営費交付金 １１，４２３億円（１１，５２８億円）

〔うち復興特別会計〕 ５７億円（ 新 規 ）

国立大学法人施設整備費補助金 ４３億円（ ５８億円）

背景・課題

【法人化後の国立大学を取り巻く状況】

○国立大学の法人化は、教育改革・学生サービスの進展、共同研究・競争的資金獲得

額増など教育・研究・社会貢献の面でも一定の成果を挙げている。

○その一方、国立大学の教育力・研究力のさらなる強化が課題。

【教育費負担の軽減】

○経済的理由により大学進学や入学後の修学の継続を断念するなどの「教育格差」が

顕在化しており、国立大学の使命である経済状況、居住地域等に左右されない「教

育機会の保障」が必要。

【附属病院の機能強化】

○地域医療の崩壊を背景として、従来にも増して地域の中核的医療機関としての国立

大学附属病院の医療ニーズが拡大。

○一方で、国立大学附属病院の重大な使命である教育研究機能の低下（教育研究時間

の減少、臨床医学系論文数の減少 等）が懸念。

対応・内容

【運営費交付金全般】

○各国立大学等が安定的・継続的に教育研究活動を実施できるよう、基盤的経費であ

る国立大学法人運営費交付金を確保。

【教育費負担の軽減】 ２６８億円（２２５億円）

○意欲と能力ある学生が経済状況にかかわらず修学の機会を得られるようにするとと

もに、「新成長戦略」に位置付けられた厚みのある人材層の形成を目指し、授業料

免除枠を拡大。

◆学部・修士課程の免除率の拡大

（7.3% → 8.3% ※博士課程は平成23年度と同様12.5%）

２５４億円（２２５億円）

◆被災学生の修学機会確保のための授業料等免除の実施 １４億円 復興特別会計

8



【将来の日本を支える人材育成のための教育力の強化】 ４３億円（ ５８億円）

○新成長戦略に位置付けられた「厚みのある人材層の形成」に向けて、国立大学の教

育力強化に資する取組を重点的に支援。

◆国立大学の教育力を強化するための基盤整備 ４３億円 日本再生重点化措置

【イノベーションの源泉となる研究力の強化】 ２３７億円（ 新 規 ）

○イノベーションの源泉となる研究上の特色ある取組など、国立大学の研究力強化に

資する取組を重点的に支援。

◆グリーン・イノベーションなど新成長戦略の実現に

資する国立大学等の特色ある研究上の取組支援 ７億円 日本再生重点化措置

◆世界の学術研究フロンティアを先導する国立大学及び

大学共同利用機関の大規模プロジェクトの推進 ２０２億円

◆被災地の復興を支える特色ある研究上の取組支援 ２７億円 復興特別会計

【附属病院の機能強化】 ２９９億円（３６４億円）

○地域医療における高度医療拠点としての機能を強化するため、附属病院の債務負担

軽減策や診療基盤の整備を拡充するとともに、先進医療や治験実施体制の充実など

国立大学附属病院の研究機能を強化。

◆一般診療への支援（附属病院運営費交付金） ６３億円（１３４億円）

◆教育研究診療機能充実のための債務負担軽減策の

拡充 １４２億円（１３２億円）

◆治験や先進医療技術に関する研究など附属病院に

おける臨床研究体制の基盤強化 ９４億円（ 新 規 ）

うち日本再生重点化措置 ６６億円

◆前年度限りの経費（メディカル・イノベーションを担う国立大学附属病院の

教育研究の充実強化） －億円（ ９８億円）

政策目標

○国立大学等の基盤的な教育研究環境の整備を図ることにより、国立大学等の教育力

・研究力を強化し、国立大学等が我が国の「新たな成長」を牽引する。
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（参考）平成２４年度国立大学の入学定員について（予定） 

 １．大学 

 ○ 平成２４年度入学定員 ９６，４６２人（対前年度 ４人増） 

   医学部（医師養成分野） １４人増  

   その他 △１０人減 
 

区 分 件 数 入学定員増減 

学 部 の 新 設  ３学部  １３０ 

学 部 の 改 組  ２学部    ０ 

学 科 等 の 改 組 ２３学科 △１３０ 

入学定員の改訂 １４学科  １０９ 

学科等の募集停止  ２学科 △１０５ 

大 

学 

学 

部 

計     ４ 

 

 ２．大学院 

 ○ 平成２４年度入学定員 ５８，７５０人（対前年度 １４２人増） 

   修 士 課 程 入学定員 ４１，９３９人（ ２６３人増） 

   専門職学位課程 入学定員  ３，００３人（ 増減なし ） 

   博 士 課 程 入学定員 １３，８０８人（△１２１人減） 

   ※博士課程は平成１９年度以降６年連続の減員 

 

区 分 件 数 入学定員増減 

研究科等の新設 ５研究科   ７２ 

研究科等の廃止 １研究科 △ ４５ 

専 攻 の 設 置 ３６専攻  １３１ 

専 攻 の 廃 止  ３専攻 △１０６ 

入学定員の改訂 ２９専攻  ２１１ 

修 

士 

課 

程 

計   ２６３ 

 

区 分 件 数 入学定員増減 

研究科等の新設  ４研究科   １９ 

研究科等の廃止  １研究科 △ １５ 

専 攻 の 設 置  ４７専攻 △ ４４ 

入学定員の改訂  ３１専攻 △ ８１ 

博 

士 

課 

程 

計  △１２１ 
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国立大学改革強化推進事業

（ 新 規 ）

平成２４年度予定額：１３８億円
国立大学改革強化推進補助金（予定）

背景・課題

○今後の我が国の再生のため、大学改革の促進が強く求められており、特に、国立大

学について改革を促すことが重要。

対応・内容

【対応】

○以下の取組例など、大学の改革強化に積極的に取り組む大学に対する重点的支援を

実施。

（取組例）
教育の質の保証と個性・特色の明確化

◆教育審査を伴う学部・研究科の改組

◆外国人や実務家等の教員や役員への登用拡大

◆双方向の留学拡大のための抜本的制度改革

大学間連携の推進

◆互いの強みを活かした学部・研究科の共同設置

◆地域の大学群の連合・連携

◆大学の枠を超えた連携による教育研究の活性化

大学運営の高度化

◆効率的な大学運営のための事務処理等の共同化

◆大学情報の一元管理と適切な活用による運営体制の強化

【内容】

○新たな教育研究組織の整備に必要となる基盤の整備や連携等による各種システムの

統合・開発に伴う経費の支援など、国立大学の改革強化を行う上で必要となる経費

を総合的に支援（定額補助）。

政策目標

○国際的な知の競争が激化する中で、大学の枠を超えた連携や個性・特色の明確化な

どの取組を通じ、国立大学の改革強化に向けた取組を加速化させる。

11



国立高等専門学校の教育研究基盤の確保

（平成２３年度予算額：６３９億円）
平成２４年度予定額：６３０億円

〔うち復興特別会計 １億円〕

(独)国立高等専門学校機構運営費交付金

背景・課題

○ 国立高等専門学校は全国５１校において、中学校卒業段階から５年一貫の

専門教育を行い、実践的・創造的な技術者を養成している。

○ 産業界を中心に、社会から高い評価を受けている国立高等専門学校の教育

機能の充実のため、基盤的な経費の確保が重要である。

・就職率 ９８.９％（平成２３年３月末）

・求人倍率 １５倍（平成２２年度本科）

対応・内容

国立高等専門学校の基盤的な経費を措置するとともに、実験・実習に要する

設備の充実や、産業界・地域社会との連携を支援することにより、ものづくり

技術力を継承・発展させイノベーション創出に貢献する技術者の育成を推進す

る。

①経済的に困窮している学生の教育費負担軽減

学生の経済状況に関わらず修学の機会が得られるよう、授業料の減免枠を

拡大する。

・授業料減免枠 ４.５億円

（参考） 平成23年度 平成24年度

授業料免除率（全額免除換算） ７.３ ％ → ８.３ ％

※４年次以降に適用（１～３年次は高等学校等就学支援金の対象となる）

②東日本大震災からの復旧・復興を支える国立高等専門学校の学生に対する授

業料等減免

学ぶ意欲のある被災学生が経済的理由により修学を断念することがないよ

う、国立高等専門学校が行う被災学生に対する授業料等免除の実施を支援す

る。

・被災学生に対する授業料等減免 ０.７億円 復興特別会計

③高等専門学校における自主的な改革の支援

各国立高専がそれぞれの置かれた状況に応じて自主的・自律的改革を
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行う取組みを支援し、高専教育の質の更なる向上を図る。
・高等専門学校の改革の推進 １.２億円

④イノベーションを創造する実験･実習設備の整備

今後のイノベーションを担う技術者の養成に必要な実験・実習等に要する

設備の整備を推進する。

・実験・実習設備の整備 ２.０億円

⑤企業技術者の活用によるものづくり教育の推進

企業の退職人材等の活用及び産業界との共同によるカリキュラムの開発、

中小企業等との共同による課題発見・解決策提案活動等の共同教育を組織的

に推進するため、コーディネータ配置による実施体制を活用し、高専教育の

改革を推進する。

・退職技術者等の活用によるものづくり技術教育の実施 ２.１億円

・産学連携による共同教育のためのコーディネータの配置 １.０億円

⑥国際的に活躍できる人材の育成

留学生交流促進センターにおける国際化推進のための教育活動や、留学生

の受入れ体制の強化として寄宿舎の改装、留学生のフォローアップ体制の整

備などの取組みを支援する。

併せて、高専の国際化のための取組みを支援する。

・留学生交流推進経費 １.５億円

政策目標

国立高等専門学校が質の高い教育を行うことができるよう、基盤的な環境

の整備を図る。
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私立大学等経常費補助

（平成２３年度予算額：３，２０９億円）
平成２４年度予定額：３，２６３億円

〔うち復興特別会計 ７６億円〕

私立大学等経常費補助金

背景・課題
私立大学等は、我が国の高等教育関係機関数・学生数の約８割を占めて

おり、高等教育機会の提供に寄与。今後とも、その役割を果たしていくた
めには、私立大学等の質の高い教育研究活動への支援を引き続き充実する
ことが必要。

対応・内容
【対応】
○私立大学等の質の高い教育研究活動及びマネジメント改革への支援の観
点から、成長を支える人材育成の取組や大学等の国際交流の基盤整備、
被災地の大学の安定的教育環境の整備、授業料減免等の充実など、基盤
的経費の拡充を図る。

【内容】
○一般補助 ２，７９３億円（２，８１２億円）

○特別補助 ４７０億円（ ３９８億円）

・成長分野の推進と成長力強化に貢献する人材育成 日本再生重点化措置

・大学等の国際交流の基盤整備への支援 ７７億円

・東日本大震災被災者に対する授業料減免等 復興特別会計

・被災私立大学等復興特別補助 ７６億円

このほか、以下に必要な経費を措置
・学生の就職支援等、被災地復興に向けて私立大学等が協力して行う取組への支援

・大学院の機能の高度化への支援

・社会人学生の組織的な受入れへの支援

・大学ガバナンス強化支援

・学生の経済的負担の軽減のための支援の充実

政策目標
・私立大学等の教育研究の質の向上
・私立大学等のマネジメント改革の支援
・学生の経済的負担の軽減
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私立高等学校等経常費助成費等補助

（平成２３年度予算額：１，００２億円）
平成２４年度予定額：１，００５億円

〔うち復興特別会計 ２億円〕

（内訳）私立高等学校等経常費助成費補助金 ９７９億円（９７６億円）

〔うち復興特別会計〕 ２億円（ 新 規 ）

私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 ２７億円（ ２６億円）

背景・課題
私立高等学校等は、建学の精神に基づく多様な人材育成や特色ある教

育を行うことにより我が国の学校教育の発展に大きく貢献している。
私立高等学校等が我が国の初等中等教育に果たしている役割の重要性

にかんがみ、経常的経費の助成に必要な本補助金を充実し、教育条件の
維持向上等を図る必要がある。

対応・内容

【内容】
○一般補助 ８８４億円（８８７億円）
各都道府県による私立高等学校等の基盤的経費への助成を支援する。
・一般補助の生徒等１人あたり単価を増額。

○特別補助 ９４億円（ ８９億円）

・特色ある教育や、私立幼稚園における預かり 日本再生重点化措置

保育等に対する支援の充実 ５５億円

（教育改革推進特別経費）

・防災教育等の推進 復興特別会計

（教育改革推進特別経費） ２億円

このほか、以下に必要な経費を引き続き措置
・幼稚園特別支援教育経費
・過疎高等学校特別経費
・授業料減免事業等支援特別経費

○特定教育方法支援事業 ２７億円（ ２６億円）
・特別支援教育の支援の拡充 等

政策目標
私立高等学校等の教育条件の向上、家庭における授業料等の経済的負担

の軽減及び学校経営の健全性の向上を図ることにより、安心して私立高等
学校等で学ぶことのできる環境を実現する。
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私立学校施設・設備の整備の推進

（平成２３年度予算額：１５７億円）
平成２４年度予定額：２１８億円

〔うち復興特別会計 １１０億円〕

（内訳）私 立 学 校 施 設 整 備 費 補 助 金 １５９億円（９２億円）

〔うち復興特別会計〕 １１０億円（ 新規 ）

私立大学等研究設備整備費等補助金 ３８億円（４４億円）

私立学校施設高度化推進事業費補助金 ２１億円（２１億円）

他に、財政融資資金 ５４５億円（３０７億円）

背景・課題
私立学校では、耐震化率が大学等にあっては７７．９％、高校等にあ

っても７０．２％にとどまっており、施設の耐震化は喫緊の課題となっ
ている。
また、我が国の学術研究全体のすそ野を広げるためには、私立大学に

おける学術研究活動の促進を図ることが重要であり、その基盤となる研
究設備等の整備が不可欠であるとともに、教育の多様化、個性化等教育
改革の推進を図るために、ＩＴ教育設備などを通じて新しい学習空間の
整備を支援していくことが必要である。

対応・内容

【対応】
私立学校の耐震化を促進するため、校舎等の耐震補強等に対する支

援のほか非構造部材の耐震対策や備蓄倉庫、太陽光発電、自家発電設備
等の防災機能強化のための整備に対する支援を充実するとともに、私立
学校の危険建物、老朽校舎の建替え整備事業等についての利子助成を引
き続き実施する。
また、教育研究機能の高度化のための施設・設備整備の推進を図る。

※「私立学校施設防災機能強化集中支援プラン」により継続的に支援。

【内容】
① 耐震化等の促進 １２５億円（ ５２億円）

うち復興特別会計 １１０億円

② 教育・研究装置等の整備 ８６億円（１０２億円）

③ 私立大学病院の機能強化（利子助成） ７億円（ ３億円）

※他に、施設整備等に係る日本私立学校振興・共済事業団融資 ９３８億円

政策目標

○ 私立学校における安心・安全な教育・研究環境の整備
○ 各学校の個性・特色を活かした教育・研究の質の向上
○ 私立大学病院の機能強化
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私立大学教育研究活性化設備整備事業

（ 新 規 ）

平成２４年度予定額：３１億円

私立大学教育研究活性化設備整備費補助金（予定）

背景・課題

私立大学が建学の精神と特色を生かした人材育成機能を発揮し、及び大

学間連携を進め、もって社会の期待に十分に応える教育研究を強化し、進

展させ、私立大学の教育改革のこれまで以上の新たな展開を図るため、基

盤となる教育研究設備の整備に対する新たな補助金を創設。

対応・内容

【対応】

以下の観点に即した取組に対し、対象を公募的プロセスを通じ選定し、補

助を実施。

○グローバル人材の育成や地域の「分厚い中間層」の育成など、各私立大

学の特色・ 力点に照らした人材養成像が明確であること

○人材養成像に基づく効果的な教育を行う上で必要な設備整備を行うもの

であること

○教育方法・内容の改善や大学全体の方針に基づく組織的・体系的な大学

改革として持続可能な将来構想に位置づけられていること

○大学間連携の促進に資する整備は特に支援するものであること

【内容】

○取組の内容に対する評価に基づく定額補助（設備費（それに伴うプログ

ラム、システム費等を含む））を行う。

政策目標

○私学自身による、自己の強みを最大限活用した「自立・発展」による機

能別分化や、規模のメリットを活用し相互補完効果を生む「連携・共同」

を支援し、教育研究の活性化、自主的な経営改善を促進することにより、

私立大学の大学改革を推進。
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博士課程教育リーディングプログラム

（平成２３年度予算額： ３９億円）

平成２４年度予定額：１１６億円

大学改革推進等補助金

背景・課題

○東日本大震災がもたらした国家的な危機から力強く復興・再生するとともに、人類

社会が直面する未知の課題を世界に先駆けて克服することを通じ、将来にわたる持

続的な成長と人類社会の発展に貢献し、国際社会の信頼と存在感を保ち、更に高め

る必要がある。

○そのためには、俯瞰的視点から物事の本質を捉え、危機や課題の克服や新たな社会

の創造・成長を牽引し国際社会で活躍するリーダーの活躍が不可欠である。

対応・内容

【対応】

○俯瞰力と独創力を備え、広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーを養成

するため、国内外の第一級の教員・学生を結集し、産学官の参画を得つつ、専門分

野の枠を超えて博士課程前期・後期一貫した学位プログラムを構築・展開する大学

院教育の抜本的改革を支援する。

【内容】

○養成すべき人材像、取り組むテーマが明確な、博士課程の学位プログラムを構築し

ようとする構想を、３つの類型で最大７年間支援する。

・平成２４年度新規採択プログラム

オールラウンド型 300百万円 × 2件 日本再生重点化措置

複 合 領 域 型 250百万円 × 10件 38.5億円

オンリーワン型 150百万円 × 5件

・平成２３年度採択プログラムに係る予算の平年度化

政策目標

○俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーの養成
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卓越した大学院拠点形成支援補助金

（ 新 規 ）

平成２４年度予定額：８０億円

研究拠点形成費等補助金（予定）

背景・課題

○産業・市場構造の急激な変化やグローバル化の急速な進展、東日本大

震災の影響や世界的な経済危機等の中で、優秀な若手の人材の流出が懸

念される。

○我が国が将来にわたり持続的に成長し、人類社会の発展に貢献してい

くためには、知のフロンティアの開拓を担う優秀な研究者の輩出が不可

欠。

対応・内容

【対応】

○卓越した大学院の教育研究拠点に対し、博士課程学生が研究に専念す

る環境を整備するために必要な経費を支援し、優秀な学生を惹きつけ、

世界で活躍できる研究者を輩出するシステムを構築する。

【内容】

○客観的な指標に基づき、優れた実績を持つ専攻・専攻群を対象とし、

当該拠点を有する大学を支援。

○優秀な学生が高度な教育研究活動に専念する環境を構築するために必

要な経費（研究費及びリサーチ・アシスタント（ＲＡ）経費等）を支援。

○当該拠点の実績をもとに、毎年度の補助金の配分を決定。

政策目標

○知のフロンティアの開拓を担う優秀な学生を惹きつけ、世界で活躍で

きる研究者を輩出する大学院拠点を形成する。
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情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク形成事業

（ 新規 ）

平成２４年度予定額：６億円

大学改革推進等補助金（予定）

背景・課題

○ 高齢化、エネルギー・環境問題、震災からの復旧・復興などの社会的課

題解決、我が国の強みである組込みソフトウェア産業の充実やクラウドコ

ンピューティングを利用した企業経営の効率化等による国際競争力強化、

インターネット社会における巨大なデータ処理による新たな価値や新産業

創出に向け、情報技術を高度に活用して、社会の具体的な課題を解決する

ことのできる人材を育成することが我が国の重要な課題となっている。

○ このような人材を育成するためには、大学と産業界が連携して、課題解

決型学習等の実践的教育を実施し、全国に広めていくための推進ネットワ

ーク形成が必要不可欠である。

○ 「情報通信技術人材に関するロードマップ」（平成23年８月３日 高度

情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）でも、政府が取り組むべき

施策として、大学を中心とした産学協働による実践的教育活動のシステム

構築及び人材育成推進ネットワーク構築が明記されている。

対応・内容

○ 情報技術を活用して社会の具体的な課題を解決できる人材を育成するた

め、大学や産業界による全国的なネットワークを形成し、実際の課題に基

づく課題解決型学習等の実践的な教育を推進する。

６００百万円 × １件

政策目標

○ 情報技術を活用して社会の具体的な課題を解決できる能力を育成するた

めの、実際の課題に基づく課題解決型学習等、大学における情報技術分野

の実践教育の推進。
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大学間連携共同教育推進事業

（ 新 規 ）

平成２４年度予定額：３０億円

大学改革推進等補助金（予定）

背景・課題

○激変する社会の危機を乗り越え、持続的な成長と発展を築くために、各

大学の強みを活かしながら、大学を超えた連携を深め、教育資源を結集

し、多様かつ質の高い大学教育を提供することで、社会の多様な課題を

解決に導く高度な人材を養成することが不可欠である。

対応・内容

【対応】

○国公私の設置形態を超え、地域や分野に応じて大学が相互に連携し、社

会の要請に応える共同の教育・質保証システムを構築することにより、

強みを活かした機能別分化と教育の質保証を推進する。

【内容】

○１大学では対応困難な、様々な地域・分野での課題に対して、各大学が

それぞれの強みを活かしながら連携・共同して解決にあたる優れた取組

を支援。

65.4百万円 × 45件

政策目標

○大学の機能別分化の推進

○教育の質保証システムの構築
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産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業

（ 新 規 ）
平成２４年度予定額：２３億円

大学改革推進等補助金（予定）

背景・課題

○ 大学において、学生の社会的・職業的自立を重視した教育カリキュラ
ムの導入が課題となっている一方で、学生においては困難な就職活動の
中で大学で学んだことと一致しない職業を選ぶ例が見られる。また、産
業界も自らが望む人材を必ずしも十分に得られない状況となっている。

○ 日本再生に向けた人材育成の充実を図っていくためにも、こうした状
況を改善していく必要がある。

○ このため、産業界のニーズに対応した人材育成の取組を行う大学が連
携し、地域の産業界と一体となった人材育成や、大学に対するニーズを
踏まえた取組を推進する。

対応・内容

○ 大学間と地域との連携を通じて、産業界のニーズに対応した教育改善
・充実体制の整備に向けた取組を支援（平成24年度からの3年間の継続
支援）

２５０百万円 × ９件

本事業は、産業界のニーズに対応した人材育成の取組を行う大学・短
期大学が地域ごとにグループを作り、地元の企業、経済団体や地域の団
体等と産学協働のための連携会議を形成し、真に社会が必要とする人材
を養成することにより、我が国の大学における学生の社会的・職業的自
立に向けた取組の充実を図るものである。

政策目標

○ 事業を実施する大学グループの取組を通じて教育改善・充実が図られ
るとともに、企業や社会のニーズに応じた人材の育成を行う等、具体的
な取組が促進される。
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大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事業

（ 新 規 ）
平成２４年度予定額：１０億円

〔うち復興特別会計 １０億円〕
大学改革推進等補助金（予定）

背景・課題

○ 東日本大震災は甚大な被害をもたらし、依然として被災地域は厳しい状況におか
れている。被災者のくらしや地域コミュニティの再構築、地域産業や地域医療の再
生を成し遂げるためには、高度な知的資源をもつ、知の拠点である大学等の活用が
必要である。

あわせて、中長期的には、復興の担い手を養成するということも極めて大きな課
題となり、地域の担い手となる人材を養成する大学等の貢献が求められる。

○ 上記の広範な課題を解決し、組織的・継続的に被災地の支援を行うためには、被
災地の大学等を中心に全国の大学等や専門家が連携し、大学等のもつ様々なリソー
スを集約した機能（センター）を整備することが不可欠である。

対応・内容

【対応】
○ 以下の取組を行う被災地の大学等の地域復興センターを支援。

（主な取組例） ・地域のコミュニティ再生（ボランティア、アーカイブ化）

・地域の産業再生・まちづくり

・地域復興の担い手育成

・地域の医療再生

（支援対象） 岩手県、宮城県、福島県（隣接地域を含む）の大学及び高等専門学校

地域復興センターは、被災地の大学等がもつ高度な知的資源を集約し、復興に取
り組む拠点となり、また、様々な大学・専門家のネットワークの中核となるもので
あり、これにより、被災地のニーズに応じた復興の取組を発展させる。

【内容】
○ 大学等の地域復興センター的機能の整備を支援

56百万円 × 11件 6億円
128百万円 × 3件 4億円（医療関係）

政策目標

○ 各地域復興センターが、それぞれの強みを活かしながら、全国の大学や専門家と
連携し、さらに被災自治体や住民と協働し、被災地のニーズに真に応えた復興に貢
献する。
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大学・大学院における専門医療人材養成機能強化事業

（平成２３年度予算額：２０億円）

平成２４年度予定額：２５億円

大学改革推進等補助金（予定）

背景・課題
○がんは、我が国の死因第一位であり、年間30万人以上の国民が亡くなっ

ている。推計では男性の2人に1人、女性の3人に1人ががんにかかる可能性。

○基礎医学分野に進む医師が減少し、医学・医療の基盤が崩壊しつつある。

○米国に比べ日本の医学部の臨床実習は時間数・内容ともに不十分。

○医師不足や医療の高度化を背景に、医療の効果的、効率的な提供を目的

とするチーム医療の推進が医療全体の課題。

対応・内容

【対応】

○がん医療、基礎医学、チーム医療等を担う優れた専門医療人を養成する。

【内容】

①がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン【新規】 2,100,000千円

◆優れたがん専門医療人の養成 ＠140,000千円 × 15件

②基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな医師養成【新規】

360,000千円

◆医学・医療の高度化の基盤を担う基礎研究医の養成 ＠20,000千円 × 10件

◆ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな医学教育認証に対応した診療参加型臨床実習の充実 ＠10,600千円 × 10件

◆医学・歯学教育認証制度等の実施 (医)＠36,000千円 × 1件

(歯)＠18,000千円 × 1件

③専門的看護師・薬剤師等医療人材養成事業 63,240千円

◆高度な実践能力を備えた質の高い看護専門職の養成 ＠5,300千円 × 6件

＠6,440千円 × 1件

◆実務実習指導薬剤師の育成を通じての臨床能力に優れた薬剤師の養成

＠5,000千円 × 5件

政策目標
○ 質が高く安心・安全な医療を提供する優れた医療人の養成
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大学病院人材養成機能強化事業

（平成２３年度予算額：２３億円）

平成２４年度予定額：２１億円

大学改革推進等補助金

背景・課題

○深刻な医師不足問題や周産期の医療提供体制の構築は喫緊の課題。

○国民が安心・安全な医療を享受できる環境を確保し、医療の高度化等に

対応していくため、我が国全体の医療専門職（医師、看護師等）を養成

する教育体制の充実が必要。

対応・内容

【対応】

○喫緊の課題である周産期医療に関わる専門的スタッフの養成。

○優れた専門医・看護師等の高度な知識・技術を有する人材の養成。

【内容】

産科・小児科などの医師不足を背景にした喫緊の課題である周産期医療

に関わる専門的スタッフを養成する事業など、国公私立大学病院における

取組を支援し、優れた専門医・看護師等の高度な知識・技術を有する人材

の養成を図る。

（内訳：既選定取組の継続支援）

①周産期医療に関わる専門的スタッフの養成 32,400千円 × 18件 ＝ 583,200千円

②大学病院間の相互連携による優れた専門医等の養成 21件 1,124,100千円

③看護師の人材養成システムの確立 21,375千円 × 12件 ＝ 256,500千円

④チーム医療推進のための大学病院職員の
13,600千円 × 8件 ＝ 108,800千円

人材養成システムの確立

政策目標

○ 大学病院を活用した高度な技術を有する専門医療人の養成

○ 医療の安全確保や質の向上を図るための大学病院の体制強化

○ 勤務環境や処遇の改善による勤務医等の確保

○ 医療関連職種の活用促進・役割拡大
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大学病院における医師等の勤務環境の

改善のための人員の雇用

（平成２３年度予算額：２１億円）

平成２４年度予定額：２１億円

大学改革推進等補助金

背景・課題

○ 深刻な医師不足問題や地域医療の崩壊により、地域医療の最後の砦で

ある大学病院に患者が集中し、医師は過酷な勤務を余儀なくされている。

○ 医療の安全や質を向上させ、国民に安心感を与える医療を実現するた

めにも、医師の診療外業務等の負担を軽減し、医師が本来の診療業務に

専念できる環境を整えることは喫緊の課題。

対応・内容

【対応】

○ 医師事務作業補助者(医療クラーク)等を雇用することにより、医師の

過酷な業務負担の軽減を図るとともに、地域医療機関への安定的な医師

の供給により、国民に安心・安全な医療を提供する。

【内容】

○ 医師事務作業補助者（医療クラーク）等の雇用

（内訳）1,830千円 × 1,129人 ＝ 2,066,070千円

政策目標

○ 医師等の勤務環境の改善による大学病院の機能強化

○ 医療関連職種の活用促進・役割拡大
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医学部・大学病院の教育研究活性化

及び地域・へき地医療支援人材の確保

（ 新規 ）

平成２４年度予定額：９億円

大学改革推進等補助金（予定）

背景・課題

○ 地域医療の崩壊により、大学病院に患者が集中しており、大学病院に

勤務する医師は過酷な勤務を余儀なくされ、教育や研究に従事する時間

が減少している。

○ 医学部・大学病院において教育・研究活動を活性化することや、大学

病院の医師が地域の医療機関で診療に従事して医師不足対策に貢献する

ことは喫緊の課題。

対応・内容

【対応】

○ 若手医師の処遇を改善し、医学部・大学病院において教育や研究活動

に従事できる環境を整備するとともに、地域医療支援人材として地域の

医療機関で診療に従事することにより医師不足対策に貢献する。

【内容】

○ 優秀な若手医師が教員として継続的に教育・研究活動を行うととも

に、地域医療を担うことのできる環境を整備する。

（内訳）4,000千円 × 228人 ＝ 912,000千円

政策目標

○ 医師等の勤務環境の改善による大学病院の機能強化

○ 医学部・大学病院における教育・研究の活性化

○ 地域・へき地医療貢献
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グローバル人材育成推進事業

（ 新 規 ）
平成２４年度予定額：５０億円

国際化拠点整備事業費補助金（予定）

背景・課題
○ 「基本方針」（平成23年９月２日閣議決定）において、「『希望と誇り
ある日本』をつくるため、新たなフロンティア開拓や中長期的な経済成
長の実現、持続可能な地域発展モデルの創造、世界に雄飛する人材の育
成等の政策を進める」ことについて、決定。

○ 「政策推進の全体像」（平成23年８月15日閣議決定）において、「『グ
ローバル人材育成推進会議中間まとめ』を具体化したグローバル人材の
育成・活用、外国人高度人材の受入れに取り組む」ことについて、決定。

対応・内容
【対応】
○ 若い世代の「内向き志向」を克服し、国際的な産業競争力の向上や国
と国の絆の強化の基盤として、グローバルな舞台に積極的に挑戦し活躍
できる人材の育成を図るため、大学教育のグローバル化のための体制整
備を推進。

【内容】 日本再生重点化措置
○ グローバル人材育成推進事業 ５０億円【新規】

199,500千円 × 10件
99,500千円 × 30件

「グローバル人材育成推進会議中間まとめ」の具体化のため、大学の
教育目的等に応じたグローバル人材育成像とそれに必要な能力・達成す
べき水準、大学の国際通用力向上のための指標等の目標値を設定。
上記の目標達成のため、以下の学生のグローバル化を推進するための

取組を支援。
・グローバルな通用性を涵養し意識を向上させる取組の積極展開
- 留学先の国における日本語指導支援、現地企業インターン等グロー
バル人材育成プログラムの開発等

・教員のグローバル教育力の向上の取組
・学生の留学を促進するための環境整備
・語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組

政策目標
○ 「新成長戦略」が掲げる「日本人学生等の留学・研修等の交流を30
万人」の達成に貢献

○ 「グローバル人材育成推進会議中間まとめ」が掲げる「１年間以上の
留学経験を有する者を８万人規模に増加」の達成に貢献
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大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業

（平成２３年度予算額：２９億円）

平成２４年度予定額：２６億円

国際化拠点整備事業費補助金

背景・課題

○ 「新成長戦略」において、外国人教職員、外国人学生の戦略的受入れ

の促進について、決定。

○ 世界の有力大学間の競争が激化する中、我が国の大学の国際化は不十

分。特に外国人学生比率や外国人教員比率は低調。

○ 優秀な外国人学生や外国人教員の受入れを促進することにより、我が

国の大学の国際化を推進することが必要。

対応・内容

【対応】

○ 国際化の拠点としての大学の総合的な体制整備、これらの拠点間のネ

ットワーク化、産業界との連携を通じて、我が国の大学の国際化を推進

する。

【内容】

○ 大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業 ２６億円

199,290千円 × 13件

英語による授業のみで学位が取得できるコースの設置、海外共同利用

事務所を通じたワンストップの対応など国際化の拠点としての総合的な

体制整備を図るとともに、産業界との連携、拠点大学間のネットワーク

化を通じて、資源や成果の共有化を図り、国際化に積極的な大学を含め

我が国の大学の国際化を推進する。

政策目標

○ 国際化の拠点となる大学間のネットワーク化、国際化に積極的な大学

との連携を図り、我が国の大学の国際化を推進することにより、国内外

の優秀な学生の受入を促進し、グローバルな社会で活躍できる人材の育

成を図る。
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大学の世界展開力強化事業

（平成２３年度予算額： ２２億円）
平成２４年度予定額： ２７億円

国際化拠点整備事業費補助金

背景・課題
○ 「基本方針」（平成23年９月２日閣議決定）において、「『希望と誇り
ある日本』をつくるため、新たなフロンティア開拓や中長期的な経済成
長の実現、持続可能な地域発展モデルの創造、世界に雄飛する人材の育
成等の政策を進める」ことについて、決定。

○ 「政策推進の全体像」（平成23年８月15日閣議決定）において、「『グ
ローバル人材育成推進会議中間まとめ』を具体化したグローバル人材の
育成・活用、外国人高度人材の受入れに取り組む」ことについて、決定。

対応・内容
【対応】
○ 世界に雄飛する日本として誇れる人材の育成を目指し、国際的な枠組
みで、単位の相互認定や成績管理等の質の保証を図りながら、日本人学
生の海外留学と外国人学生の戦略的受入を行うアジア・米国等の大学と
の協働教育による交流の取組を支援

【内容】
○ ＡＳＥＡＮ諸国等との大学間交流形成支援 ７億円【新規】

70,880千円 × 10件
ＡＳＥＡＮ諸国等の大学とのネットワーク強化と日本－ＡＳＥＡＮ間

学生交流の活性化を目指し、ＡＳＥＡＮ大学連合（ＡＵＮ）等と連携し
た、質の保証を伴った大学間交流プログラムの開発・実施。

○ 「キャンパス・アジア」中核拠点支援 １２億円
平成23年度選定分 60,080千円 × 13件
平成22年度選定分 70,280千円 × 6件

日中韓政府が策定するガイドラインに沿って、単位相互認定や成績管
理、学位授与等を共通的な枠組みで行う協働の教育プログラムの実施等
を支援

○ 米国大学等との協働教育創成支援 ７億円
平成22年度選定分 60,080千円 × 12件

米国等の大学との
- 教養教育の共通基盤の育成
- E-learningの活用による協働の専門教育の開発
- ダブル・ディグリープログラムの拡充
など新たな学びのスタイルによる協働教育プログラムの開発を支援

政策目標
○ アジア及び米国等との高等教育ネットワークの構築を図ることによ
り、我が国の大学の世界展開力を強化し、世界に雄飛する日本として誇
れる人材を育成。
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学生の双方向交流の推進

（平成２３年度予算額：３４２億円）

平成２４年度予定額：３４２億円

（内訳）政府開発援助外国人留学生給与
２４８億円（２４８億円）

留学生交流支援事業費補助金 等

政府開発援助(独)日本学生支援機構運営費交付金
９４億円（ ９４億円）

及び (独)日本学生支援機構運営費交付金

背景・課題

○「新成長戦略」において、日本人学生等３０万人の海外交流及び質の高

い外国人学生３０万人の受入れを目指すことを決定。

○「グローバル人材育成推進会議中間まとめ」において、１年間以上の留

学経験を有する者を８万人規模に増加、海外からの外国人留学生の受け

入れを促進することを決定。

対応・内容

【対応】

○外国人学生の受入れ環境の充実

日本留学に必要な情報の提供や渡日前入学等の推進並びに奨学金等、

入口から卒業・修了後の就職まで一体的に支援。

○日本人学生の海外交流のための奨学金の充実

海外での学位や単位取得を目的とする日本人学生の海外交流を強力に

推進。

【内容】

◆海外での情報提供及び支援の一体的な実施 ５億円（ ±０億円）

○日本留学フェア及び日本留学試験の実施等
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◆日本人学生の海外交流の推進 ３１億円（ ＋１２億円）

○留学生短期受入れと日本人学生の海外派遣を

一体とした交流事業（派遣分）

【日本再生重点化措置】
①長期派遣（１年以上） 4億円 ( ＋2億円)

・学位取得を目指し､海外の大学に留学する

学生に奨学金を給付（100人→ 200人） ※100人増

②短期派遣（３ヶ月～１年） 17億円 (＋11億円)

・大学間交流協定等に基づき海外の大学に短期留学する

学生に奨学金を給付（760人→2,280人）※1,520人増

③ショートビジット（３ヶ月未満） 10億円 ( △1億円)

・大学間交流協定等に基づき海外の大学にショートビジット

する学生に奨学金を給付（6,300人）

◆留学生の受入れ環境の充実 ３０６億円（ △１２億円）

○外国人留学生奨学金制度の充実 277億円 (△17億円)

①国費外国人留学生への奨学金の給付 （10,775人） 187億円 (△10億円)

②私費外国人留学生への学習奨励費の給付（10,632人） 67億円 ( △5億円)

③留学生短期受入れと日本人学生の海外派遣を 22億円 ( △2億円)

一体とした交流事業（受入れ分）

ア．短期受入れ（３ヶ月～１年） 12億円 ( △1億円)

・大学間交流協定等に基づく短期留学生に

奨学金を給付（1,440人）

イ．ショートステイ（３ヶ月未満） 10億円 ( △1億円)

・大学間交流協定等に基づき日本の大学にショートステイ

する留学生に奨学金を給付（6,300人）

○留学生の就職支援 0.1億円 ( ±0億円)

・外国人留学生就職指導ガイダンス、外国人留学生就活準備

セミナーの開催

政策目標

「新成長戦略」を踏まえ、学生の双方向交流を推進するため交流経費

を措置し、２０２０年までに、日本人学生等３０万人の海外交流及び質

の高い外国人学生３０万人の受入れを目指す。
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